
























2023 年度 処遇改善手当(通常・特定・ベースアップ)支給についてのお知らせ 

 

2023 年 4 月  

社会福祉法人あさか会 

 

 昨年度に引き続き、処遇改善加算（通常）、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が算定さ

れるため、あさか会では国が示す規則に準じ、下記のルールで加算算定額の全額以上（追加分は法人負担）を

対象職員に支給いたします。 

 

支給時期・方法について 

 

● 処遇改善加算（通常）について 

 

・常勤職員における基本給の昇給分に充てる。 

・常勤職員へ、2024 年 5 月 31 日に勤務実績に応じ支給する。（支給日に在籍する者に限る） 

・時間給職員へ勤務 1 時間あたりに応じた額を、毎月（翌月）に支給する。 

 

● 処遇改善加算（特定）について 

 

・常勤職員へ、2024 年 5 月 31 日に勤務実績に応じ支給する。（支給日に在籍する者に限る） 

・時間給職員の賞与として、2024 年 5 月 31 日に勤務実績に応じ支給する。 

・2020 年 4 月の給与規程の改定（同一労働・同一賃金）により、本手当に該当しない時間給職員へも、 

 賞与（法人負担）として上記と同様の支給を行います。 

 

● 介護職員等ベースアップ等支援加算について 

 

・常勤職員へ、毎月の手当として定額を支払う。または 2022 年 6 月にベースアップ改定した役割給表に 

応じた金額を支払う。 

・時間給職員へ勤務 1 時間あたりに応じた額を、毎月（翌月）に支給する。 

・本手当に該当しない職員へも、同額を法人負担として支払う。 

 

支給時期、支給金額について 

 

 昨年度と同様、支給金額についてはおおよその見込額を提示するに留め、2024 年 5 月に加算収入額や対象者

数等より判断し、実際の支給額を決定する。また、介護（障害福祉）報酬の増加に伴う処遇改善加算の収入増額

により手当額も増加することから、より一層の経営協力をお願い致します。また処遇改善手当（通常）について

は、常勤職員の昇給時における給与増額の原資としているため、一時金としてお支払いする額は、原則として毎

年減少していくものとご理解ください。 

 

 

 

（裏面につづく） 

 



2023 年度 手当支払 見込額 

下記の金額は 2023 年 4 月時点の見込額です。（この金額は支給決定金額ではありません。） 

職員の増減や特定処遇改善の区分変更、加算収入金額によって大幅に変更になる可能性があります。 

時間給職員の処遇改善手当（通常）、介護職員等ベースアップ等支援加算については、毎月支払のため 

2023 年度途中に支払済の額を変更することはありません。 

 

・処遇改善手当（通常） 

 

常勤（１か月あたりの額） 

[2024 年 5 月支払い見込額] 

 

時間給職員（1 時間あたりの額） 

 

 

・処遇改善手当（特定） 

 

 常勤（1 ヶ月あたりの額）[2024 年 5 月支払い見込額] 

区分 要件 福祉（障がい） 介護 
A 勤続 10 年以上の有資格者 

及び管理職の有資格者 
18,000 円 17,000 円 

BⅠ 管理職の無資格者 13,000 円 12,000 円 
BⅡ 上記以外の介護職員・福祉職員 5,500 円 5,000 円 
C 介護職員・福祉職員 以外 0 円 0 円 

 

 時間給職員（1 時間あたりの額）[2024 年 5 月支払い見込額] 

区分 要件 福祉（障がい） 介護 
A’ 勤続 10 年以上の有資格者 50 円 50 円 
B’ 上記以外の介護職員・福祉職員 20 円 20 円 
C 介護職員・福祉職員 以外 法人負担 20 円 法人負担 20 円 

 

※ 特定処遇改善手当の基準日について 
・勤続年数、及び資格取得（合格及び登録手続済み）による区分の変更は毎年４月１日を基準日とする。 
・管理職（昇格・降格）は、毎月の１日を基準日とする 
 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 

 

常勤（1 ヶ月あたりの額） 

区分 福祉（障がい） 介護 備考 
手当 6,000 6,000 円 年度内の調整あり（～8,000 円） 
ベースアップ 4,800 4,800 円 年度内の調整あり（～6,000 円） 

 

時間給職員（1 時間あたりの額） 

 

福祉（障がい） 介護 
5,000 円 0 円 

福祉（障がい） 介護 
10 円 10 円 

区分 福祉（障がい） 介護 
手当 30 円 30 円 


